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第１条 知事は、医療的ケア児等の地域生活を支援するため、別

に定める佐賀県医療的ケア児等在宅生活支援事業実施要綱（以下

「実施要綱」という。）に基づき、指定短期入所事業所又は指定

生活介護事業所又は指定児童発達支援事業所又は指定放課後等

デイサービス事業所又は指定訪問看護ステーションを運営する

法人（以下「補助対象者」という。）に対し、予算の範囲内にお

いて、補助金を交付することとし、その補助金については、佐賀

県補助金等交付規則（昭和５３年佐賀県規則第１３号。以下「規

則」という。）及びこの要綱に定めるところによる。 

 

第２条～第５条 略  

 

第６条 規則第５条の規定により、補助金等の交付に付する条件

は、次の各号に掲げるとおりとする。 

（１）～（２）略 

（３）補助事業を行うために発注を行う場合、佐賀県ローカル発

注促進要領（平成２７年１０月２日付）に基づき県内企業へ発

注するように努めること。 

（４）補助事業を中止し、又は廃止する場合においては、知事の

承認を受けること。 

（５）補助事業が予定の期間に完了しない場合又は補助事業の遂

行が困難となった場合においては、速やかに知事に報告してそ

の指示を受けること。 

（６）補助事業により取得し、又は効用の増加した価格が３０万

円以上の機械及び器具については、減価償却資産の耐用年数等

に関する省令（昭和４０年大蔵省令第１５号）で定める耐用年

第１条 知事は、医療的ケア児等の地域生活を支援するため、別

に定める佐賀県医療的ケア児等在宅生活支援事業実施要綱（以

下「実施要綱」という。）に基づき、指定短期入所事業所又は指

定児童発達支援事業所又は指定放課後等デイサービス事業所又

は指定訪問看護ステーションを運営する法人（以下「補助対象

者」という。）に対し、予算の範囲内において、補助金を交付す

ることとし、その補助金については、佐賀県補助金等交付規則

（昭和５３年佐賀県規則第１３号。以下「規則」という。）及び

この要綱に定めるところによる。 

 

第２条～第５条 略 

 

第６条 規則第５条の規定により、補助金等の交付に付する条件

は、次の各号に掲げるとおりとする。 

（１）～（２）略 

 

 

 

（３）補助事業を中止し、又は廃止する場合においては、知事

の承認を受けること。 

（４）補助事業が予定の期間に完了しない場合又は補助事業の

遂行が困難となった場合においては、速やかに知事に報告し

てその指示を受けること。 

（５）補助事業により取得し、又は効用の増加した価格が３０

万円以上の機械及び器具については、減価償却資産の耐用年

数等に関する省令（昭和４０年大蔵省令第１５号）で定める
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数を経過するまで、知事の承認を受けないで、この補助金の交

付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸付け、担保に供

し、取壊し、又は廃棄してはならない。 

（７）知事の承認を受けて財産の処分をすることにより収入があ

った場合には、その収入の全部又は一部を県に納付させること

がある。 

（８）補助事業により取得し、又は効用の増加した財産について

は、事業完了後においても善良な管理者の注意をもって管理す

るとともに、その効率的な運営を図らなければならない。 

 

（９）補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、

当該収入及び支出について証拠書類を整理し、かつ、当該帳簿

及び証拠書類を事業完了の日（補助事業の中止又は廃止の指示

を受けた場合には、その指示を受けた日）の属する年度の終了

後５年間保管しておくこと。 

２ 略 

 

第７条～第１２条 略 

 

第１３条 補助対象者は、補助事業完了後、当該補助金に係る消

費税等仕入控除税額が確定した場合には、様式第６号により速

やかに報告しなければならない。なお、実施要綱第３条に定め

る補助事業区分（３）人工呼吸器等設備整備事業を実施する場

合は、仕入控除額が０円の場合にも報告するものとする。 

２ 略 

 

耐用年数を経過するまで、知事の承認を受けないで、この補

助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸付

け、担保に供し、取壊し、又は廃棄してはならない。 

（６）知事の承認を受けて財産の処分をすることにより収入が

あった場合には、その収入の全部又は一部を県に納付させる

ことがある。 

（７）補助事業により取得し、又は効用の増加した財産につい

ては、事業完了後においても善良な管理者の注意をもって管

理するとともに、その効率的な運営を図らなければならな

い。 

（８）補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備

え、当該収入及び支出について証拠書類を整理し、かつ、当

該帳簿及び証拠書類を事業完了の日（補助事業の中止又は廃

止の指示を受けた場合には、その指示を受けた日）の属する

年度の終了後５年間保管しておくこと。 

２ 略 

 

第７条～第１２条 略 

 

第１３条 補助対象者は、補助事業完了後、当該補助金に係る

消費税等仕入控除税額が確定した場合には、様式第６号により

速やかに報告しなければならない。 

 

 

２ 略 
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第１４条 略 

 

 

附 則 

この要綱は、平成２９年度分の補助金から適用する。 

この要綱は、平成３０年度分の補助金から適用する。 

この要綱は、令和元年度分の補助金から適用する。 

この要綱は、令和２年度分の補助金から適用する。 

この要綱は、令和３年度分の補助金から適用する。 

この要綱は、令和４年度分の補助金から適用する。 

この要綱は、令和５年度分の補助金から適用する。 

この要綱は、令和６年度分の補助金から適用する。 

この要綱は、令和８年度分の補助金から適用する。 

 

 

別表（第２条関係） 

補 助 事 業

区分 

補助 

対象者 
対象経費 基準額 補助率 

（１） 

受 入 体 制

整備事業 

開設から

１５年目

までの指

定短期入

所事業所

を運営す

る法人 

医療的ケア児等の受入の

ため、障害福祉サービス

報酬及び各加算算定に必

要な人員基準を超えて配

置する人員（延べ勤務時

間数による。）（以下、「超

過時間数」という。）に係

る経費 

（超過時間数）＝ 

（月ごとに） 

1,600 円× 

超過時間数 

（短期入所利

用のある月に

限り計算） 

○超過時間数

は別紙２－

 

【開設から

５年目まで】 

10／10以内 

 

【開設から 

６年目以降 

10年目まで】 

第１４条 略 

 

 

附 則 

この要綱は、平成２９年度分の補助金から適用する。 

この要綱は、平成３０年度分の補助金から適用する。 

この要綱は、令和元年度分の補助金から適用する。 

この要綱は、令和２年度分の補助金から適用する。 

この要綱は、令和３年度分の補助金から適用する。 

この要綱は、令和４年度分の補助金から適用する。 

この要綱は、令和５年度分の補助金から適用する。 

この要綱は、令和６年度分の補助金から適用する。 

 

 

 

別表（第２条関係） 

補 助 事

業 区 分  

補 助  

対 象 者  
対 象 経 費  基 準 額  補 助 率 

① 

受入体制

整備事業 

開設から

15 年目ま

での指定

短期入所

事業所を

運営する

法人 

医療的ケア児等の受入の

ため、障害福祉サービス報

酬及び各加算算定に必要

な人員基準を超えて配置

する人員（延べ勤務時間数

による。）（以下、「超過時

間数」という。）に係る経

費 

 

（超過時間数）＝ 

（月ごとに） 

1,543 円× 

超過時間数 

（短期入所利

用のある月に

限り計算） 

○超過時間数

は別紙２－

【開設から 

５年目まで】 

10／10以内 

【開設から 

６年目以降 

10 年目まで】 
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（実配置時間数）-（基準

時間数） 

 

いずれも報酬請求時の数

値を使用し、基準時間数に

は各加算に必要な職員配

置に係る数を含む。 

１により算

出し、160 時

間以上の場

合は 160 時

間とする。 

1/2以内 

【開設から 

11 年目以降 15

年目まで】 

1/4以内 

（２） 

通院等 

支援事業 

指定訪問

看護ステ

ーション

又は指定

短期入所

事業所を

運営する

法人 

次のいずれかの支援を行

った場合に要した経費（他

の補助金により補助対象

となる経費を除く。） 

 

ア 通院中等の支援 

医療的ケア児等が通院ま

たは入院する際の移動中

に看護師等が付添い、医療

的ケアや見守り等を行う。 

 

 

 

イ 指定短期入所事業所

への送迎中の支援 

指定短期入所事業所のサ

ービス提供を目的とした

移動中に看護師等が付添

い、医療的ケアや見守り

等を行う。 

アの場合 

【移動中の時

間】 

6,000 円/時間 

【受診中の時

間】 

3,000 円/時間 

【入退院のた

めに医療的ケ

ア児等が同乗

しない時間】 

1,600 円/時間 

 

イの場合 

2,000 円/時間 

○各回０．２５

時間単位（１

５分未満は

切捨て） 

○１日あたり

10/10 以内 

（実配置時間数）-（基準

時間数） 

 

いずれも報酬請求時の数

値を使用し、基準時間数に

は各加算に必要な職員配

置に係る数を含む。 

２により算

出し、160 時

間以上の場

合は 160時間

とする。 

1/2以内 

【開設から 

11 年目以降

15 年目まで】 

1/4以内 

② 

通院等支

援事業 

 

指定訪問

看護ステ

ーション

又は指定

短期入所

事業所を

運営する

法人 

次のいずれかの支援を行

った場合に要した人件費

（他の補助金により補助

対象となる経費を除く。） 

 

 

ア 通院中等の支援 

医療的ケア児等が通院ま

たは入院する際の移動中

に看護師等が付添い、医療

的ケアや見守り等を行う。 

 

 

 

 

イ 指定短期入所事業所

への送迎中の支援 

指定短期入所事業所のサ

ービス提供を目的とした

移動中に看護師等が付添

い、医療的ケアや見守り等

を行う。 

 

 

ア 

【移動中の時

間】 

6,000 円×時

間 

【受診中の時

間】 

3,000 円×時

間 

 

 

 

イ 

2,000円×時間 

○各回 0.5 時

間単位（30

分未満は切

捨て） 

○１日あたり

の上限時間

10/10 以内 
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の上限時間

は以下のと

おり 

ア 計６時間 

イ 計３時間 

（３） 

人 工 呼 吸

器 等 設 備

整備事業 

開設から

１５年目

までの指

定短期入

所事業所

又は指定

生活介護

事業所又

は指定児

童発達支

援事業所

又は指定

放課後等

デイサー

ビス事業

所を運営

する法人 

 

 

次のいずれかの事業所に

おいて、医療的ケア児等

の新たな受入又は受入人

数の拡大に必要な備品購

入や設備整備に係る経費

（他の補助金により補助

対象となる経費、消耗品

費を除く。） 

 

ア 指定短期入所事業所 

 備品の購入や設備整備

に係る経費 

 

イ 補助対象者のうち指

定短期入所事業所以外 

備品の購入に係る経費 

 

アの場合 

【開設から３年

目まで】 

2,500,000円 

【開設から４年

目以降１５年

目まで】 

500,000 円 

 

イの場合 

【開設から３年

目まで】 

1,000,000円 

【開設から４年

目以降１５年

目まで】 

200,000 円 

 

○いずれも１事

業所あたりの額 

 

ア・イいずれ

も 

【開設から 

３年目ま

で】 

３/４以内 

 

【開設から

４年目以降

１５年目ま

で】 

１/４以内 

 

 

 

は以下のと

おり 

ア 計６時間 

イ 計３時間 

 

③ 

人工呼吸

器等設備

整備事業 

指定短期

入所事業

所又は指

定児童発

達支援事

業所又は

指定放課

後等デイ

サービス

事業所を

運営する

法人 

 

次のいずれかの事業所に

おいて、医療的ケア児等の

受入れ拡大に必要な人工

呼吸器等の備品購入等に

係る経費 

（他の補助金により補助

対象となる経費、消耗品費

を除く。） 

 

ア 指定短期入所事業所 

 医療的ケア児等の受入

拡大のために必要な備品

の購入や設備整備に係る

経費。 

 

イ 指定児童発達支援事

業所又は指定放課後等デ

イサービス事業所 

医療的ケア児等の受入拡

大のために必要な備品の

購入に係る経費。 

 

 

 

 

 

【開設から 

３年目まで】 

ア 2,500,000

円 

イ 1,000,000

円 

 

 

 

【開設から

３年目まで】 

3／4 以内 

【開設から 

４年目以降】 

ア 500,000 円 

イ 200,000 円 

【開設から 

４年目以降】 

1／4 以内 
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※補助事業区分（１）及び（２）は各年度、４月１日から３月 

３１日までに発生した対象経費を補助対象とする。 

※開設からの年数は、開設日の属する年度を１年目として算出 

する。 

 

※各年度、４月１日から３月３１日までに発生した対象経費を補

助対象とする。 

 

 

 

 

 


